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個人情報の取扱いに関する特約条項 

（総則） 

第１条 この個人情報の取扱いに関する特約条項（以下「個人情報取扱い特約条項」とい

う。）は、この個人情報特約条項が添付される契約（以下「本契約」という。）と一

体をなす。 

（個人情報の取扱い） 

第２条 受注者（以下「乙」という。）は、発注者（以下「甲」という。）から個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人に関す

る情報又は知り得た個人に関する情報（以下「個人情報」という。）が提供された場

合は、当該個人情報について秘密保持の義務を負うものとし、次の各号により取り扱

わなければならない。 

（１） 甲の提供する個人情報を第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。た

だし、法令の定めに基づき、又は権限のある官公庁等から要求があった場合は

この限りでない。 

  （２） 個人情報の利用は、本契約を履行するため必要な場合に限るものとし、本契

約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。 

  （３） 前２号の規定は、本契約期間終了後もなお効力を有するものとする。 

  （４） 甲の指示又は承諾がある場合を除き、本契約による業務に係る個人情報の処

理は自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。 

  （５） 本契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報

を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管

理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。 

  （６） 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行

うために管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個

人情報の管理及び搬送に努めなければならない。 

  （７） 個人情報を管理・保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不

正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じな

ければならない。 

  （８） 本契約の履行後、廃止後又は解除後に、甲から提供された個人情報の媒体が

あるときは、当該媒体を甲に返却しなければならないものとし、本契約の履行

のための複製等を行った個人情報があるときは、完全に消去する等適切な処理

を行わなければならない。 

（再委託の制限） 

第３条 本条に定める措置及び義務は、本契約の一部を他者に委任又は請け負わせる場合

にも準用し、乙の責任において、当該者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させ

るために必要な措置を講じなければならない。 

（漏洩時の対応） 

第４条 第２条第６号に掲げる個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等

のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調

査し、直ちに甲に報告しなければならない。 

（監査） 

第５条 甲は、乙の個人情報の管理の状況について次の各号に定める措置を講ずるものと

し、乙はこれに対し誠実に協力しなければならない。 

（１） 乙は、甲に対し、個人情報の管理体制、実施体制、及び個人情報の管理の状

況の検査に関する事項等を、甲が指示する頻度で定期的に報告するものとす

る。 

（２） 甲は、委託する保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、年に一回以上、

乙の事務所及びその他関連の施設に立ち入り、個人情報の管理体制、実施体

制、及び個人情報の管理の状況を、検査その他の方法で確認するものとし、乙
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はこれに協力するものとする。 

（３） 甲は、前項の調査の結果、又はその他の事由に基づき、乙における個人情報

の管理体制が不十分であると判断したときは、乙に対し、その改善を請求する

ことができるものとし、乙はこれに従わねばならないものとする。 

（４） 甲は、乙による履行を確保するため、個人情報の管理に関し、いつにおいて

も乙に対し、教育、指導、研修実施その他の必要な措置を実施することができ

るものとし、乙はこれに協力するものとする。 

（違反の場合の処置） 

第６条 甲は、乙が前各項の規定に違反していると認めたときは、本契約の一部又は全部

を解除することができるものとし、乙の責に帰すべき事由によって漏洩等の事故が発

生し甲に損害が生じた場合には、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。 

（法令遵守）  

第７条 前各条に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

７号）、その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。 

 


